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令和７年 令和６年
対前年比
増減数

対前年比
死傷者数
増減率

全産業 180 (2) 177 (3) ３ (-1) 1.7%

製造業 39 35 ４ 11.4%

建設業 27 (1) 39 (2) -12 (-1) -30.8%

運送業 11 ７ ４ 57.1%

林 業 17 14 ３ 21.4%

小売業 12 10 ２ 20.0%

社福祉 12 17 -5 -29.4%

旅館業 13 19 -6 -31.6%

その他 49 (１) 36 (1) 13 36.1%

令和７年の労働災害発生件数

労働者死傷病報告による休業4日以上の死傷者数。カッコ内は死亡者数(内数)
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１ 高山労基署管内の労働災害発生件数
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令和８年（１～4月)の労働災害発生件数

令和８年 令和７年
対前年比

増減数、増減率
令和６年同期

(参考)

全産業 56 59 -3 -5.1% 39 （２）

製造業 10 20 -10 -50.0% 12

建設業 ５ ７ -2 -28.6% ９ （２）

運送業 ４ ４ ０ １

林 業 ５ ３ ２ 66.7% ４

小売業 ４ ３ １ 33.3% ０

社福祉 ０ ４ -4 -100.0% ２

旅館業 ４ ４ ０ ６

その他 24 14 10（注） 71.4% ５

（注）鉱業１件増、農業２件増、金融広告業１件増、医療・保健衛生業４件増、清掃・と畜業２件増



事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

１ 70代 33年 道路建設工事業 飛来、落下 石、砂、砂利 ７日

２ 60代 ４年 道路建設工事業 墜落・転落 脚立 10日

３ 50代 23年 砂防工事業 墜落・転落 地山、岩石 １か月

４ 10代 ２年 その他の建設業 転倒 木材、竹材 １か月

５ 10代 ５か月
木造家屋
建築工事業

切れ、こすれ
木材加工用

機械
10日
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２ 令和8年1~4月 労働災害事例

(1) 建設業



発生状況
工事現場において削孔作業の準備をしていた。
斜面の上部からの落石（直径５ｃｍ程度)が、
仮設防護柵(高さ3.5ｍ）を飛び越えて飛来、落下し、

右頬を負傷したもの。

発生原因
１ 落石するおそれがある箇所に、立ち入らせていたこと。
２ 落石防止対策が不十分であったこと。

再発防止対策等
１ 落石するおそれがある箇所に、作業者を立ち入らせないこと。

２ やむを得ず作業者を立ち入らせる場合には、次の落石防止措置を講ずること。

① 作業範囲の斜面の上部に、コンクリートを吹き付ける。

② 斜面上に防護ネットを設置する。

③ 仮設防護柵の高さをかさ上げる。 6

事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

１ 70代 33年 道路建設工事業 飛来、落下 石、砂、砂利 ７日
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災害発生状況
ガソリンスタンドにおいて、大型ダンプの洗車を
脚立(高さ1.5ｍ）をまたいで行っていた。
ひっかかったホースをひっぱったところ、
バランスを崩して落下し、

脚立の金具で下肢を負傷したもの。

災害発生原因
1 脚立を使用させたこと。
2 脚立の使い方が誤っていたこと。
3 ひっかかるようなホースを使用していたこと。
4 作業方法の安全教育が行われていなかったこと。

再発防止対策等
１ 脚立を使用しない洗車方法を検討すること。

２ 脚立の使い方に関する安全教育を行うこと。

事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

２ 60代 ４年 道路建設工事業 墜落・転落 脚立 10日
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再発防止対策等
１ 脚立を使用しない洗車方法を検討すること。

２ 脚立の使い方に関する安全教育を行うこと。

事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

２ 60代 ４年 道路建設工事業 墜落・転落 脚立 10日
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再発防止対策等
１ 脚立を使用しない洗車方法を検討すること。

２ 脚立の使い方に関する安全教育を行うこと。

事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

２ 60代 ４年 道路建設工事業 墜落・転落 脚立 10日

脚立の使い方



災害発生状況
工事現場において、工具を斜面下に落とした。

その工具を拾いに行ったところ、凍結していた斜面で
足を滑らせ転落し、肋骨等を負傷したもの。

再発防止対策等
１ 工具等が落下しないよう、工具等の落下防止措置を講ずること。

２ 転落するおそれがある箇所には立ち入らせないこと。

３ やむを得ず凍結のおそれのある斜面や通路等を歩行させる場合は、
 転倒防止措置を講じたうえで、耐滑性のある履物を使用させること。

災害発生原因
１ 工具を落としたこと。
２ 凍結した斜面で足を滑らせたこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

３ 50代 23年 砂防工事業 墜落・転落 地山、岩石 １か月



再発防止対策等
１ 工具等が落下しないよう、工具等の落下防止措置を講ずること。

２ 転落するおそれがある箇所には立ち入らせないこと。

３ やむを得ず凍結のおそれのある斜面や通路等を
 歩行させる場合は、転倒防止措置を講じたうえで、
 耐滑性のある履物を使用させること。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

３ 50代 23年 砂防工事業 墜落・転落 地山、岩石 １か月



再発防止対策等
１ 工具等が落下しないよう、工具等の落下防止措置を講ずること。

２ 転落するおそれがある箇所には立ち入らせないこと。

３ やむを得ず凍結のおそれのある斜面や通路等を
 歩行させる場合は、転倒防止措置を講じたうえで、
 耐滑性のある履物を使用させること。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

３ 50代 23年 砂防工事業 墜落・転落 地山、岩石 １か月



再発防止対策等
１ トラックの荷台に昇降する際は、可搬式の踏み台
等の適切な昇降設備を使用すること。

２ 作業員に安全な作業方法を教育すること。

災害発生状況
会社土場において、トラック側面の横ドアから

荷台に上がったところ、荷台上に置かれていた
角材に乗り上げ、バランスを崩し転倒し足首を
負傷したもの。

災害発生原因
トラックの荷台に上がる際、昇降設備を使用せず、
横ドアから直接荷台に上がろうとしたこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

４ 10代 ２年 その他の建設業 転倒 木材、竹材 １か月



災害発生状況
現場において、土台伏せ作業のため電動ドリルで
穴をあけた際に出た木くずを左手で払ったところ、
左手がドリルの刃部に触れ負傷したもの。

再発防止対策等
作業員に対し、安全な作業方法を教育すること。

災害発生原因
刃部の近くの木くずを、直接手で払ったこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

５ 10代 ５か月
木造家屋
建築工事業

切れ、こすれ
木材加工用

機械
10日



事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

１ 50代 25年 木材伐出業 転倒 起因物なし 14日

２ 40代 18年 木材伐出業 飛来、落下 立木等 １週間

３ 20代 ３か月 その他の林業 激突され 立木等 ５日

４ 20代 ３年 木材伐出業
はさまれ、
巻き込まれ

トラック ２か月

５ 10代 10か月 木材伐出業 飛来、落下 立木等 ２週間
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２ 令和8年1~4月 労働災害事例

(2) 林 業



災害発生状況
チップ工場においてベルトコンベアをまたいで、

移動した際、自身の右足で左足を踏み転倒し、
機械の側板に右脇腹を負傷したもの。

再発防止対策等
工場内を安全に移動できる通路を確保すること。

災害発生原因
ベルトコンベア上をまたいで移動したこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

１ 50代 25年 木材伐出業 転倒 起因物なし 14日



災害発生状況
現場において、伐倒する桧に広葉樹の枝が
重なっていたが、そのまま桧を伐採したところ、
広葉樹の枝が落ちてきて左肩に当たり負傷
したもの。

再発防止対策等
１ 立木を伐倒する際は、上方の状況を確認し、枝の重なり等に対する処理を行ってから

 伐倒すること。

２ 立木を伐倒する際は、退避場所（山側の上方２ｍの立木の後）を定め、退避すること。

災害発生原因
伐倒木に広葉樹の枝が重なっていたこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

２ 40代 18年 木材伐出業 飛来、落下 立木等 １週間



災害発生状況
現場において、間伐材のヒノキがかかり木と
なったため、元玉切りを行ったところ、切り落
とした部分が腰部に当たり負傷したもの。

再発防止対策等
１ かかり木の処理作業をする際は、
チルホールなど適切にかかり木
処理ができるものを使用すること。

２ 作業員に伐倒及び安全な
 かかり木処理を教育すること。

災害発生原因
かかり木処理として元玉切りを行ったこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

３ 20代 ３か月 その他の林業 激突され 立木等 ５日

フェリング

レバー

てこ棒



災害発生状況
現場において高所作業車のアウトリガーを張り
出した際に、アウトリガーの設置位置に右足が
あったため、アウトリガーのジャッキにはさまれ
負傷したもの。

再発防止対策等
高所作業車を使用する際の作業手順を定め、作業員に安全な作業方法を教育すること。

災害発生原因
アウトリガーの設置位置上で待機していたこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

４ 20代 ３年 木材伐出業
はさまれ、
巻き込まれ

トラック ２か月



災害発生状況
現場においてかかり木となった桧の処理とし
て元玉切りを行ったところ、チェンソーが挟まり、
かかっていた部分がずり落ち左手首に当たり
負傷したもの。

再発防止対策等
１ かかり木の処理作業をする際は、

 チルホールなど適切にかかり木
処理ができるものを使用すること。

２ 作業員に伐倒及び安全な
 かかり木処理を教育すること。

災害発生原因
かかり木処理として元玉切りを行ったこと。
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事例 年齢 経験期間 業種 事故の型 起因物 休業日数

５ 10代 10か月 木材伐出業 飛来、落下 立木等 ２週間

フェリング

レバー

てこ棒
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３ 労働災害防止対策

(1) 熱中症対策

自分でできる７つのこと（概要）

熱中症予防のため、自分でできる７つのことを実践しましょう

１．熱中症を正しく知る

２．応急手当と水道水散布法

３．暑さ指数の活用（測定・確認）

４．暑熱順化

５．水分・塩分同時補給

６．プレクーリング

７．健康管理
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熱中症対策

自分でできる７つのこと

１．熱中症を正しく知る

熱中症とは、「高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく

働かなくなり、体内に熱がこもった状態」を指します。（厚生労働省のホームページより）

熱中症になる主な要因は

（１）蒸し暑さ

（２）暑さに慣れていない

（３）水分・塩分の不足

（４）長時間連続作業
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熱中症対策

自分でできる７つのこと

２．応急手当と水道水散布法

Ⅰ度（軽度）：意識ははっきりしているが、めまい・立ちくらみ等の症状

  ➡ 冷所に移動し安静にして、身体を冷やし水分・塩分の補給

（１人にさせない）

Ⅱ度（中等度）：頭痛や吐き気、倦怠感等の症状

 ➡   医療機関を受診（状況のわかる人が医療機関に同行）

Ⅲ度（重症）：意識障害、けいれん発作、高体温等の症状

 ➡   救急車要請（救急車が到着するまでの間、作業着を脱がせ、     

水をかけ身体冷却）
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熱中症対策

自分でできる７つのこと

３．暑さ指数の活用（測定・確認）

暑さ指数を活用するための４ステップ

① 暑さ指数の測定

② 着用している作業着等を考慮した測定値の補正

③ 危険度を確認して対策

④ 作業者への周知
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３．暑さ指数の活用（測定・確認）
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熱中症対策

自分でできる７つのこと

４．暑熱順化（夏の暑さに身体を慣らすこと）

入職したての人、長期休暇明けの人は要注意。

暑さに身体が慣れても数日間職場を離れると効果は消滅する。
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熱中症対策

自分でできる７つのこと

５．水分・塩分同時補給

のどが渇いたと思った時には既に脱水状態が始まっていることがある

のどが渇く前にこまめに水分補給することが大切
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熱中症対策

自分でできる７つのこと



29

熱中症対策

自分でできる７つのこと

熱中症対策ドリンクの作り方
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熱中症対策

自分でできる７つのこと

６．プレクーリング

あらかじめ体温を下げておき、作業中に体温が上がるのを緩やかにする。

プレクーリングの方法は以下の２つ

① 身体の外部から冷やす方法 例：足を冷やす、冷房

② 身体の内部から冷やす方法 例：アイススラリー（シャーベット状の飲料）を飲む
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熱中症対策

自分でできる７つのこと

７．健康管理

管理者：現場パトロール中に作業員に声をかけ、健康状態を確認

作業者：単独行動を避け、声を掛け合う・こまめな水分（塩分）補給
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３ 労働災害防止対策

(2) 足場からの墜落防止措置
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(2) 足場からの墜落防止措置



34

(2) 足場からの墜落防止措置
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(2) 足場からの墜落防止措置
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３ 労働災害防止対策

(3) 墜落制止用器具

                高さが２ｍ以上の作業床のない箇所、作業床の端、

          開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業

     ⇒ 6.75ｍを超える箇所ではフルハーネス型を選定

フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれの
  ある場合は、胴ベルト型（一本つり）の使用可

6.75m超

※フルハーネス型を用いて行う作業

を行う場合には、特別教育の受講が必要

（ただし、ロープ高所作業に係る業務を除く）



※安全帯の規格（胴ベルト型・
フルハーネス型）の経過措置は、
すでに（令和4年1月1日）切れ
てます！

❀施行は平成31年2月1日
令和２ 令和3 令和4

令和4

墜落制止用器具

※現在使用している胴ベルト型や
フルハーネス型が墜落制止用器具
の規格であることを確認してくだ
さい！ 37



（１） 車両系建設機械を用いた作業に関連して、作業計画を定め、関係労働者
に周知していないこと。

（２） ドラグ・ショベルの用途外使用(クレーン機能無しのドラグショベルでの荷の
 つり上げ作業、クレーン機能付きのドラグ・ショベルであるにもかかわらず、   
クレーンモードに切り替えずに荷のつり上げ作業を実施しているもの)。

（３） ドラグ・ショベル等の運転席から離れる際に、バケットや排土板を最低降下
 位置に置いていないこと。

（4） 高さ又は深さが1.5mを超える箇所で作業を行わせるにあたって、安全に
 昇降するための設備を設けていないこと。

（５） 高さが２m以上の作業床の端や開口部等で墜落の危険があるにもかかわ
らず、手すり、覆いなどを設けていないこと。

（６） 移動はしごについて、転位防止措置を講じていないこと。

（７） ロープ高所作業においてライフラインを使用していないこと。
38

４ その他違反事例等



ご安全に！

39
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